
滝川市建設部建築住宅課

１．対象の要件について

○解体工事に係る工事請負契約の締結日が令和８年５月７日以降の住宅であること。

○所有権以外の権利が設定されていないこと。

２．補助金の額について

３．補助金の交付対象者について

４．補助金の対象となる住宅について
〇一戸建ての専用住宅
〇一戸建ての住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの。

×長屋（２戸で構成する住宅）
×共同住宅

令和8年3月30日

・建設リサイクル法第21条第１項に基づく北海道知事による登録を受けた者

○建築基準法第６条の建築主事の確認が昭和56年５月31日以前に行われた住宅であること。

滝川市住宅解体促進事業概要について（新規事業）

　老朽化等により利活用が期待できない住宅の解体を支援することで、土地の有効活用を促進し地域
の活性化を図るため、対象となる住宅を解体する方に対して補助金を交付します。

　対象となる住宅については、一戸建てで昭和56年５月31日以前に建築主事の確認が行われた住宅と
なります。なお、令和８年５月６日以前に工事契約を締結したものは対象外となります。詳細につ
いては、下記に記載のとおりです。

○市内に本社もしくは本店を有する者であって、下記に掲げるいずれかに該当する者で、かつ過
去５年間において、市内での建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイ
クル法」という。）で定める規模以上の解体工事の実績がある者が施工する解体工事であるこ
と。また、下記に掲げる者はいずれも市税を滞納していないこと。

・建設業法別表第一の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第３条
　第１項の許可を受けた者

○住宅施策区域内に存在する一戸建ての住宅又は併用住宅であること。ただし、併用住宅である
場合は居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の50％以上であり、かつ事務所や店舗等に供
する部分も補助金の交付対象者が所有していること。

○対象となる住宅の解体工事に要した額（消費税等除く）の25％とし、上限50万円までの補助
（千円未満切り捨て）。

　※本補助金は国や北海道等の補助金と併用可能ですが、国や北海道等が他の補助金との併
　　用を認めていない可能性がありますので、ご確認のうえ申請いただくようお願いいたし
　　ます。

　補助申請の受付は予算が満了しだい終了します。
　また、予算残額についての確認は（一社）中空知地域職業訓練センター協会までお問い合わせ
願います。

○自ら所有する既存住宅を解体する者。ただし、複数の者で当該住宅を所有する場合は、申請者
を除く全ての所有者の同意が必要となります。

※当該住宅を所有する全ての者が市税を滞納していないこと、暴力団員でないことが条件とな
　ります。

※ただし、居住の用に供する部分の床面積が延べ床面積の50％以上であり、かつ事務所や店舗
　等に供する部分を補助金の交付対象者が所有していること。

1 ページ



５．申請時期について

６．事業の期間について
○事業期間については、令和８年５月から令和９年３月までの11カ月間です。

７．補助金申請の流れについて

■申請及び相談窓口
一般社団法人中空知地域職業訓練センター協会（スキルアップセンター空知）
住所：流通団地３丁目６-２３
℡　0125-24-1880（代表）

○補助申請期間については、令和８年５月７日（木）から令和９年２月12日（金）までとなりま
す。
　完了実績報告の提出については、令和９年３月12日（金）までの提出期限となります。

○補助申請に関して、必要となる書類と流れを次ページに記載いたします。申請の際は不足があ
れば受付が出来ませんのでご留意願います。
○申請、交付ともに事業期間中１回限りとなります。
○変更については、増額の変更は受け付けすることができません。減額のみ受付となります。
○補助金の予約は出来ません。
○解体工事の着工前に現地確認を行います。
○事前着工した場合は、補助対象外となります。
○補助金の対象となる住宅が、既に滝川市中古住宅取得助成事業補助金又は滝川市住宅改修助成
事業補助金の交付を受けた住宅である場合は補助金の交付対象となりません。
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①．所有者が単独名義である住宅の場合
　解体工事契約締結後に補助申請となります。

✅□提出書類（□は チェックボックスとしてお使いください。）
□滝川市住宅解体促進事業補助金交付申請書(別記第２号様式)
□住民票謄本の写し ※発行日より３ヶ月以内のもの

(申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略可)
□市税を滞納していないことの証明書(確認に関する同意があれば省略可)
□新耐震基準を満たしていない住宅であることを証する書類(確認済証など)

(確認に関する同意があれば省略可)
□位置図、平面図
□解体工事着工前の建物の外観、敷地全景写真
□見積内訳書の写し(工事の内容が分かるもの、一式見積もりは不可)
□工事請負契約書の写し(申請時は原本を提示すること)
□所有者が確認できるもの。

(例：建物登記簿謄本写し(※発行日より３ヶ月以内のもの)、最新の固定資産
 税・都市計画税納税通知書(※未登記家屋に限る))

※事前着工等していないか、市で現地確認します。

※工事が完了して、現地確認ができる状態となっていること。

✅□提出書類（□は チェックボックスとしてお使いください。）
□滝川市住宅解体促進事業補助金実績報告書(別記第４号様式)
□解体工事完了後の敷地全景写真※解体した事実が分かるもの
□産業廃棄物処理の写真(搬出時のトラックの写真、処理場の看板、処理場で
　のトラックに積載した状態、処理場で下ろしたものを全数撮影したもの)　
□支払いをした事実が分かるもの(例：領収書、支払票、振り込み票等)
□補助金等交付請求書(滝川市補助金等交付規則　別記第３号様式)

※着工前、完成後の写真は、施工箇所が明確に分かるように撮影してください。

スキルアップ
センター空知
による確認

市に進達

補助金の
交付決定通知

着　工
※補助金の交付が決定するまで、工事を行うことは出来ません。
　（仮囲いや仮設足場等の設置を含む）

完　成

補助金の
実績報告
(スキルアッ
プセンター
空知へ提出)

現地確認
（市） ※令和９年３月12日（金）までに提出してください。また、要件確認のため、上

　記以外の書類提出をお願いすることがあります。

補助金
支払い

補助金の
申請
(スキル
アップセン
ター空知へ
提出)
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②．所有者が単独の相続人である住宅の場合
　解体工事契約締結後に補助申請となります。

✅□提出書類（□は チェックボックスとしてお使いください。）
□滝川市住宅解体促進事業補助金交付申請書(別記第２号様式)
□住民票謄本の写し ※発行日より３ヶ月以内のもの

(申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略可)
□市税を滞納していないことの証明書(確認に関する同意があれば省略可)
□新耐震基準を満たしていない住宅であることを証する書類(確認済証など)

(確認に関する同意があれば省略可)
□位置図、平面図
□解体工事着工前の建物の外観、敷地全景写真
□見積内訳書の写し(工事の内容が分かるもの、一式見積もりは不可)
□工事請負契約書の写し(申請時は原本を提示すること)
□所有者が確認できるもの。

(例：建物登記簿謄本写し(※発行日より３ヶ月以内のもの)、最新の固定資産
 税・都市計画税納税通知書(※未登記家屋に限る))

□相続人であることが確認できるもの。
(例：戸籍謄本(発行後３ヶ月以内)及び相続人関係図、法定相続情報証明制度
 において交付する一覧図の写し)

※事前着工等していないか、市で現地確認します。

※工事が完了して、現地確認ができる状態となっていること。

✅□提出書類（□は チェックボックスとしてお使いください。）
□滝川市住宅解体促進事業補助金実績報告書(別記第４号様式)
□解体工事完了後の敷地全景写真※解体した事実が分かるもの
□産業廃棄物処理の写真(搬出時のトラックの写真、処理場の看板、処理場で
　のトラックに積載した状態、処理場で下ろしたものを全数撮影したもの)　
□支払いをした事実が分かるもの(例：領収書、支払票、振り込み票等)
□補助金等交付請求書(滝川市補助金等交付規則　別記第３号様式)

※着工前、完成後の写真は、施工箇所が明確に分かるように撮影してください。

スキルアップ
センター空知
による確認

市に進達

補助金の
交付決定通知

着　工
※補助金の交付が決定するまで、工事を行うことは出来ません。
　（仮囲いや仮設足場等の設置を含む）

完　成

補助金の
実績報告
(スキルアッ
プセンター
空知へ提出)

現地確認
（市） ※令和９年３月12日（金）までに提出してください。また、要件確認のため、上

　記以外の書類提出をお願いすることがあります。

補助金
支払い

補助金の
申請
(スキル
アップセン
ター空知へ
提出)
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③．所有者が共有名義である住宅の場合
　解体工事契約締結後に補助申請となります。

✅□提出書類（□は チェックボックスとしてお使いください。）
□滝川市住宅解体促進事業補助金交付申請書(別記第２号様式)
□住民票謄本の写し ※発行日より３ヶ月以内のもの

(申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略可)
□共有者全員の関係権利者同意書(別記第３号様式)
□市税を滞納していないことの証明書　※申請者及び共有者全員分

(確認に関する同意があれば省略可)
□新耐震基準を満たしていない住宅であることを証する書類(確認済証など)

(確認に関する同意があれば省略可)
□位置図、平面図
□解体工事着工前の建物の外観、敷地全景写真
□見積内訳書の写し(工事の内容が分かるもの、一式見積もりは不可)
□工事請負契約書の写し(申請時は原本を提示すること)
□所有者が確認できるもの。

(例：建物登記簿謄本写し(※発行日より３ヶ月以内のもの)、最新の固定資産
 税・都市計画税納税通知書(※未登記家屋に限る))

※事前着工等していないか、市で現地確認します。

※工事が完了して、現地確認ができる状態となっていること。

✅□提出書類（□は チェックボックスとしてお使いください。）
□滝川市住宅解体促進事業補助金実績報告書(別記第４号様式)
□解体工事完了後の敷地全景写真※解体した事実が分かるもの
□産業廃棄物処理の写真(搬出時のトラックの写真、処理場の看板、処理場で
　のトラックに積載した状態、処理場で下ろしたものを全数撮影したもの)　
□支払いをした事実が分かるもの(例：領収書、支払票、振り込み票等)
□補助金等交付請求書(滝川市補助金等交付規則　別記第３号様式)

※着工前、完成後の写真は、施工箇所が明確に分かるように撮影してください。

スキルアップ
センター空知
による確認

市に進達

補助金の
交付決定通知

着　工
※補助金の交付が決定するまで、工事を行うことは出来ません。
　（仮囲いや仮設足場等の設置を含む）

完　成

補助金の
実績報告
(スキルアッ
プセンター
空知へ提出)

現地確認
（市） ※令和９年３月12日（金）までに提出してください。また、要件確認のため、上

　記以外の書類提出をお願いすることがあります。

補助金
支払い

補助金の
申請
(スキル
アップセン
ター空知へ
提出)
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④．所有者が複数の相続人である住宅の場合
　解体工事契約締結後に補助申請となります。

✅□提出書類（□は チェックボックスとしてお使いください。）
□滝川市住宅解体促進事業補助金交付申請書(別記第２号様式)
□住民票謄本の写し ※発行日より３ヶ月以内のもの

(申請者が市内居住の場合、確認に関する同意があれば省略可)
□相続人全員の関係権利者同意書(別記第３号様式)
□市税を滞納していないことの証明書　※申請者及び相続人全員分

(確認に関する同意があれば省略可)
□新耐震基準を満たしていない住宅であることを証する書類(確認済証など)

(確認に関する同意があれば省略可)
□位置図、平面図
□解体工事着工前の建物の外観、敷地全景写真
□見積内訳書の写し(工事の内容が分かるもの、一式見積もりは不可)
□工事請負契約書の写し(申請時は原本を提示すること)
□所有者が確認できるもの。

(例：建物登記簿謄本写し(※発行日より３ヶ月以内のもの)、最新の固定資産
 税・都市計画税納税通知書(※未登記家屋に限る))

□相続人であることが確認できるもの。
(例：戸籍謄本(発行後３ヶ月以内)及び相続人関係図、法定相続情報証明制度
 において交付する一覧図の写し)

※事前着工等していないか、市で現地確認します。

※工事が完了して、現地確認ができる状態となっていること。

✅□提出書類（□は チェックボックスとしてお使いください。）
□滝川市住宅解体促進事業補助金実績報告書(別記第４号様式)
□解体工事完了後の敷地全景写真※解体した事実が分かるもの
□産業廃棄物処理の写真(搬出時のトラックの写真、処理場の看板、処理場で
　のトラックに積載した状態、処理場で下ろしたものを全数撮影したもの)　
□支払いをした事実が分かるもの(例：領収書、支払票、振り込み票等)
□補助金等交付請求書(滝川市補助金等交付規則　別記第３号様式)

※着工前、完成後の写真は、施工箇所が明確に分かるように撮影してください。

スキルアップ
センター空知
による確認

市に進達

補助金の
交付決定通知

着　工
※補助金の交付が決定するまで、工事を行うことは出来ません。
　（仮囲いや仮設足場等の設置を含む）

完　成

補助金の
実績報告
(スキルアッ
プセンター
空知へ提出)

現地確認
（市） ※令和９年３月12日（金）までに提出してください。また、要件確認のため、上

　記以外の書類提出をお願いすることがあります。

補助金
支払い

補助金の
申請
(スキル
アップセン
ター空知へ
提出)
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